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議会運営委員会資料 

令和６年 11月 19日 

板橋区議会におけるハラスメント防止対策（アンケート調査結果）について 

令和６年９月 30 日の議会運営委員会において決定した「区職員及び議員に対する

ハラスメントに関するアンケート調査」について、アンケートの集計結果を下記のと

おり報告する。また、本アンケート結果を踏まえたハラスメント防止対策を検討して

いくこととする。 

記 

１ アンケート実施期間 

  令和６年 10月 15日（火）から 10月 29日（火）まで 

２ 対象者 

係長級以上の区職員、板橋区議会議員 

３ 回答者数／対象者数 

（１）区職員 348人／1,012人（回答率：34.4％） 

（２）議 員 25人／45人（回答率：55.6％） 

４ アンケート集計内容 

（１）区職員 別紙１のとおり 

（２）議 員  別紙２のとおり 

５ ハラスメント防止対策の検討 

（１）アンケート結果を踏まえた防止対策【検討事項】 

 結果抜粋 ハラスメント防止のために望むことはなんですか。（複数回答可） 

内容 区職員 議員 

① 処分の厳格化
158人 

(21.4％) 

６人 

(12.0％) 

② ハラスメント防止に関する指針等の作成
166人 

(22.5％) 

14人 

(28.0％) 

③ 相談窓口の設置
163人 

(22.1％) 

13人 

(26.0％) 

④ 議員の意識改革、意識啓発、研修の実施
251人 

(34.0％) 

17人 

(34.0％) 
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（２）ハラスメント防止対策を講じるための法令・規程等【検討事項】 

① 単独条例の制定

② 議会基本条例の活用（※）

③ 指針等の策定

④ 決議

⑤ 宣言 など

（３）他自治体におけるハラスメント防止対策【参考】 

別紙３（令和６年９月 11日 議会運営委員会資料抜粋）のとおり 

（４）執行機関におけるハラスメント防止対策【参考】 

 「板橋区職員ハラスメント防止の指針」の策定（令和２年６月） 

 内容 ハラスメントの定義等の基本的事項、職員の理解・責務、 

ハラスメントへの対応、相談等への対応フロー など 

  ※詳細は別紙４のとおり 

（※）議会基本条例 

（政治倫理） 

第 26条 議員は、区民の代表者として、その名誉及び品位を損なう行為を慎むとともに、自己の

地位に基づく影響力を十分に認識し、区民の信頼を損なうことのないよう行動するものとする。 







































































別紙３ 

《参考》議員研修誌「地方議会人」2024 年７月号 

議会のハラスメント防止に関する他自治体の動向について 

１ 23区の取組状況 

世田谷区では、令和３年第２回定例会において、「世田谷区議会議員による職員に対

するハラスメントに関する条例」が議員提案により全会一致で可決・制定されている。

また、新宿区・墨田区・豊島区では、政治倫理条例において、ハラスメントを行わな

いことを定めており、江東区でも現在制定に向けて協議中の政治倫理条例の中で盛り

込むことを検討している。なお、豊島区では、区議会議員による事務局職員へのハラ

スメント行為があったことを受け、平成 29年に決議をしている。 

２ 全国的な取組状況 

（１）単独条例の制定 

 令和６年３月末時点で、ハラスメントに関する単独条例の制定は 52 条例あり、そ

のうち、議員が関わるものとして 48 条例が確認できる。都道府県は３条例、市区町

村で 45条例である。 

①議員及び首長等のハラスメントを対象にするもの

上記 48 条例のうち、８条例が議員とともに首長等のハラスメントを対象としてい

る。これらの条例の多くは職員向け規則等を踏まえて制定されており、ハラスメント

防止に関する議員や首長等の責務や研修の実施、相談窓口の設置等について規定して

いる。 

②議員のハラスメントを対象にするもの

他の 40 条例は、議員のハラスメントを対象としている。内容としては、すべての

条例でハラスメント防止に関する議員の責務を定めている。ハラスメントの被害者か

らのアプローチについては、ほとんどの条例が議長への申し出や申入れとしており、

相談窓口の設置については４条例、相談員の設置については５条例となっている。 

（２）政治倫理条例 

政治倫理条例において、政治倫理基準の遵守事項の１つとして、ハラスメントを行

わないことを明記するものがある。令和６年３月末時点で、91条例が確認できる。 

（３）決議 

豊島区や西東京市、川越市などで決議をしている。なお、決議と併せて条例、規程、

指針等を制定することが多い。川越市は条例、狭山市は根絶規程、長浜市は対応マニ

ュアル、芦屋市は防止指針を制定している。 

（４）規程・要綱・指針等 

多くは単独条例の施行規程や政治倫理条例や決議を踏まえたものとなっているが、

そうでないものもある。 

（５）宣言 

 静岡市では、市長、副市長を含む全職員と全議員がパソコン上の記名方式によりハ

ラスメント撲滅宣言を行っている。 





板橋区職員ハラスメント防止の指針

令和２年６月 

板橋区 

別紙４





はじめに 

職場におけるハラスメントは、働く人の個人としての尊厳と人格を不当に侵害する行

為であるとともに、職場の人間関係、社会的評価に悪影響を与えかねない重大な問題で

す。また、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなり、組織として、職場環境

の悪化や業務効率の低下を招き、組織の目的の達成を妨げるものです。 

ハラスメントが発生すると、被害者に加え加害者も退職に至る場合があるなど双方に

とって取り返しのつかない損失となります。職場での解決が思うようにならない場合、

被害者は事後に裁判に訴えるケースもあります。そのようなことにならないためにも、

未然の防止が特に重要となります。 

令和２年６月１日から職場におけるパワーハラスメント防止対策の法制化により、職

場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事

業主の義務になるほか、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されるなど、ハ

ラスメント対策の実効性の向上が求められることとなりました。 

そこで、職場におけるハラスメントを防止するために、この度、「板橋区職員ハラス

メント防止の指針」を策定しました。 

この指針は、職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の

対策等について示したもので、全ての職員（正規職員、再任用職員、会計年度任用職員

等の区が雇用する職員）を対象としています。 
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Ⅰ 目的  

本指針は、全ての職員が、ハラスメントに関する正しい知識や対応等について共通

の認識を持って職務に取り組み、職員がその能力を十分に発揮でき、生き生きと仕事

を行えるような風通しの良い職場づくりを進めることを目的としています。 

また、管理監督者が率先し、職場におけるハラスメントを明確に禁止し、これが黙

認されたり見過ごされることがない職場をめざします。 

 

Ⅱ 基本姿勢と基本方針                                                                                                                           

１ 基本姿勢 

板橋区は、職員が、お互いの人格を尊重し、相互に信頼し合うことでその能力を 

十分に発揮できるよう、ハラスメントに該当する行為を禁止し、その防止に努めます。 

 

２ 基本方針 

   板橋区は、ハラスメントのない良好な職場環境の創出と公務能率の確保を図るた

め、次の３点の取組みを基本方針として定め、総合的なハラスメント対策を実施し

ます。 

 

意識改革 

職員としてふさわしい言動に努めることや、ハラスメントが及ぼす影響等につい

て、職員の認識を深めます。 

 

 被害の防止と支援 

ハラスメントに対する相談体制を充実するとともに、具体的事案が発生したとき

は、速やかに適切な措置を行います。また、ハラスメント被害者の支援に努めます。 

 

  厳正な対処 

ハラスメントの事実が確認された場合は、懲戒処分等により厳正に対処します。 
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Ⅲ ハラスメントの基本的事項                                                                                                                           

１ セクシュアルハラスメント 

 

 

「職場」において行われる、「職員」の意に反する「性的な言動」に対する職員の

対応により、その職員が労働条件について不利益を受けたり、性的言動により勤務環

境が害されることを言います。 

職場におけるセクシュアルハラスメントには、異性に対する言動だけではなく、同

性に対するものや、被害者の「性的指向」や「性自認」に関わらず「性的な言動」で

あればセクシュアルハラスメントに該当します。 

また、セクシュアルハラスメントの行為者は、職員間（上司、同僚）に限らず、取

引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、行政サービスの相手方、学校における

生徒等もなり得ます。 

｢職 場｣ … 職員が業務を遂行する場所を指し、職員が通常勤務している場所

以外の場所であっても、職員が業務を遂行する場所であれば職場

に含まれます。勤務時間外の｢宴会｣｢懇親の場｣などであっても、

実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当します。 

｢職 員｣ … 正規職員のみならず、再任用職員、会計年度任用職員等の全ての

職員を言います。 

｢性的な言動｣ … 性的な関心や欲求に基づく発言や行動を指します。 

｢性 的 指 向｣ … 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向のこと 

を指します。 

｢性 自 認｣ … 自己の性についての認識のことを指します。 

 

 

（１）対価型セクシュアルハラスメント 

職場において行われる職員の意に反する性的な言動に対する対応（拒否や抵抗）

により、その職員が昇任の対象から除外、任用の拒否、客観的に見て不利益な配

置転換などの不利益を受けること。 

（２）環境型セクシュアルハラスメント 

職場において行われる職員の意に反する性的な言動により、勤務環境が不快な

ものとなり、職員の能力発揮に重大な悪影響が生じる等、その職員が勤務する上

で見過ごせない程度の支障が生じること。 

定 義 

種 類 
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  セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たっては個別の状況を斟

酌する必要があります。「職員の意に反する性的な言動」及び「勤務環境が害される」

の判断に当たっては、職員の主観を重視しつつも、一定の客観性が必要となります。

一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも

勤務環境を害することとなり得ます。 

また、性別等によっても受け止め方に違いが生じるため、「社会一般の労働者の感じ

方」によって判断する必要があります。 

 

 

 

（注）以下の具体例は代表的な言動であり、限定列挙ではありません。 

職場内外で起こるもの 

１ 性的な内容の発言関係 

（1）性的な関心、欲求に基づくもの 

・スリーサイズや体重を聞くなど身体的特徴を話題にする。 

・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わす。 

・性的な経験や性生活について質問する。 

・性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象としたりする。 

（2）性別により差別しようとする意識等に基づくもの 

・｢男のくせに根性がない｣、｢女には仕事を任せられない｣、｢女性は職場の花であり

さえすればいい｣などと発言する。 

・｢男の子、女の子｣、｢僕、坊や、お嬢さん｣、｢おじさん、おばさん｣などと人格を

認めないような呼び方をする。 

２ 性的な行動関係 

（1）性的な関心、欲求に基づくもの 

・インターネットや雑誌等の卑猥な写真、記事等をわざと見せたり、読んだりする。 

・食事やデートにしつこく誘う。    ・身体に不必要に接触する。 

（2）性別により差別しようとする意識等に基づくもの 

・女性であるというだけで職場でのお茶くみ、掃除、私用等を強要する。 

主に職場外で起こるもの 

（1）性的な関心、欲求に基づくもの 

・性的な関係を強要する。 

（2）性別により差別しようとする意識等に基づくもの 

・カラオケでのデュエットを強要する。 ・酒席で、上司の側に座席を指定する。 

 

「セクシュアルハラスメント」に該当すると考えられる言動 

判断基準 
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２ パワーハラスメント 

 

 

職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより、職員の勤務環境が害されるものを言います。 

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導

については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。 

①優越的な関係を背景とした言動 

  当該言動を受ける職員が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋

然性が高い関係を背景として行われるものを言い、例えば以下のもの等が含まれ

ます。 

・職務上の地位が上位の職員による言動 

・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な

経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うこと

が困難な状況下でなされるもの。 

・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難

であるもの。 

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 

社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が

相当でないものを言い、例えば以下のもの等が含まれます。 

・明らかに業務上必要性がない言動 

・業務の目的を大きく逸脱した言動 

・業務の目的を達成するための手段として不適当な言動 

・当該行為の回数・時間、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らし

て許容される範囲を超える言動 

具体的な状況（言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無や内

容・程度を含む当該言動が行われた経緯・状況、業務の内容・性質、当該言動

の態様・頻度・継続性、職員の属性及び心身の状況、行為者との関係性等）を

総合的に考慮する必要があります。 

③職員の勤務環境が害されるもの 

  当該言動により、職員が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、職員の勤務環境

が不快なものとなったために、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、職員が勤

務する上で看過できない程度の支障が生じるものを言います。 

｢平均的な職員の感じ方｣、すなわち、｢同様の状況で当該言動を受けた場合

に、社会一般の労働者が看過できない程度の支障が生じたと感じるような言

動であるかどうか｣を基準とすることが適当です。 

定 義 

判断基準 

判断基準 
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（注）以下の具体例は代表的な言動であり、限定列挙ではありません。 

 

１ 身体的な攻撃（暴行・傷害） 

・殴打、足蹴りを行うこと。 

・相手に物を投げつけること。 

２ 精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言） 

・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向、性自認に関する侮  

辱的な言動を行うことを含む。 

    ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。 

    ・他の職員の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。 

・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む 

 複数の職員宛てに送信すること。 

 ３ 人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視） 

・自身の意に沿わない職員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔 

離したり、自宅研修させたりすること。 

    ・一人の職員に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。 

 ４ 過大な要求 

(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) 

・長時間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない 

作業を命ずること。 

・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業 

績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。 

・職員に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。 

 ５ 過小な要求 

(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) 

    ・管理職である職員を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。 

    ・気に入らない職員に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。 

 ６ 個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること） 

    ・職員を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。 

・職員の性的指向・性自認や病歴・不妊治療等の機微な個人情報について、当 

該職員の了解を得ずに他の職員に暴露すること。 

   

「パワーハラスメント」に該当すると考えられる言動 
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３ 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント 

職場において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の

利用に関する言動）により、妊娠・出産した女性職員や育児休業等を申出・取得した

職員の勤務環境が害されることを言います。 

なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的に見て、業務上の必要性に基づく

言動によるものはハラスメントには該当しません。 

＜参 考＞ ハラスメントに該当しない具体例 

① 業務体制を見直すため、上司が育児休業をいつからいつまで取得するか

を確認すること。

② 業務状況を考えて、上司が｢次の妊婦健診はこの日を避けて欲しいが調整

できるか｣を確認すること。

③ 同僚が自分の休暇との調整をする目的で休業の期間を尋ね、変更を相談す

ること。

④ 上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、｢妊婦には長時間労働の負

担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減ら

そうと思うがどうか｣と配慮する。

⑤ 上司・同僚が｢妊婦には負担が大きいだろうから、もう少し楽な業務に替

わってはどうか｣と配慮する。

⑥ 上司・同僚が｢つわりで体調が悪そうだが、少し休んだほうが良いのでは

ないか｣と配慮する。

※②、③のように、制度等の利用を希望する職員に対する変更の依頼や相談は、 

強要しない場合に限られます。 

※④から⑥までのような配慮については、妊婦本人にこれまでどおり勤務を 

続けたいという意欲がある場合であっても、客観的にみて、妊婦の体調が 

悪い場合は業務上の必要性に基づく言動になります。 

（１）制度等の利用への嫌がらせ型 

妊娠、出産、育児休業等の制度を利用しようとした際、不利益な取り扱いを示

唆することや、制度等の利用の請求等（措置を求め、請求又は申出することを言

う。）又は制度等の利用を阻害したり、制度等を利用したことにより嫌がらせ等

を行うことが該当します。 

（２）状態への嫌がらせ型 

女性職員が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により勤務環境が害 

されることを言います。 

定 義 

種 類 
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妊娠・出産・育児休業等の申出及び取得等の事由を「契機として」不利益な取扱い

が行われたかどうかで判断する必要があります。 

なお、「契機」については、基本的に当該事由が発生している期間と時間的に近接し

て、当該不利益な取扱いが行われたかどうかで判断されることとなります。 

【例】育児時間を請求・取得した職員に対し、請求後から取得満了後の直近の人事 

評価・昇給等の機会までの間に、不利益な評価が行われた場合は、因果関係が

あると判断される。 

 

 

（注）以下の具体例は代表的な言動であり、限定列挙ではありません。 

１ 制度等の利用への嫌がらせ 

・｢休みを取ったらしばらく昇任はないと思う｣と言う。 

・｢男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない｣と言う。 

・｢自分なら親の介護をするのに介護休暇を取得しないで介護する。あなたも 

そうするべきだ。｣と言う。 

    ・｢時間外勤務の制限をしている人に大した仕事はさせられない｣と言う。 

    ・｢短時間勤務をしているなんて周りのことを考えていない｣と言う。 

 ２ 状態への嫌がらせ 

    ・妊娠した女性職員に｢辞めて子育てに専念したほうがいい｣と言う。 

    ・｢妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない｣と言う。 

    ・｢妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった｣と言う。 

 

  

「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」に該当する可能性がある言動 

種 類 判断基準 
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Ⅳ 職員の理解 

１ 職員への周知 

ハラスメントを未然に防止するためには、全ての職員が本指針を理解し、ハラスメ

ントを行わない、許さないという共通認識を持ち、行動することが重要です。そのた

め、ハラスメントの防止について、職員に対して繰り返し周知徹底を図ります。 

 

２ 職員への教育 

職員一人ひとりが、ハラスメントについて正しく理解し、その発生を防止するため、

ハラスメントに関する基本的な事項の理解を深めるため、研修等を実施します。 

 

Ⅴ 管理監督者及び職員の責務 

１ 管理監督者の責務 

（１）職員が職務に専念できる良好な職場環境を確保するため、日常の勤務を通じ 

た指導等により、ハラスメントの発生防止に取り組む。 

（２）ハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の職員に対する言動に必要 

   な注意を払う。 

(３) ハラスメントに起因する問題が発生した場合は、相談員等による事実関係の 

調査に協力し、円滑にハラスメント対応、職場環境の改善に取り組む。 

 

２ 職員の責務 

（１）ハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の職員に対する言動に必要 

   な注意を払う。 

（２）相談員等による事実関係の調査に協力するなど、区の講ずる措置に協力する。 
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Ⅵ ハラスメントへの対応 

１ 相談窓口・相談員 

（１）相談窓口・相談員の設置     【相談員】総務部人事課人事係長、健康管理係長 

ハラスメントを受けていると思う職員は、相談窓口に相談又は苦情 （以下、｢相

談等｣という。） を申し出ることができ、その相談窓口には相談等を受ける者と

して相談員を設置します。 

ハラスメントの申出は、ハラスメントの被害者だけではなく、他の職員に対す

るハラスメントを不快に思う周囲の職員や相談を受けた職員等も行うことができ

ます。 

相談等にあたっては、個人のプライバシーに配慮するものとし、面談だけでな

く、電話やメールでも受付けます。 

（２）相談等に対する適切な対応 

相談窓口の相談員は、相談等に対して真摯に耳を傾け、被害者の意向などを的

確に把握します。 

また、相談窓口においては、被害を受けた職員が萎縮するなどして相談を躊躇

することがないよう、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めな

どにも配慮しながら、相談等に対応していきます。 

（３）事実関係の迅速かつ正確な確認 

事実確認は、被害者及び加害者とされる職員双方から、迅速かつ正確に行います。 

また、双方の主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる 

場合には、必要に応じで第三者に事実関係についての調査への協力を求めます。 

なお、事実関係の調査に際しては、プライバシーの保護に十分配慮するほか、  

被害者や被害者を支援する職員等に対する非難や責任追及、あるいは被害者の排

除や仕事の妨害等といった二次被害が起きないよう十分配慮します。 

①被害者からの事実関係の聴取 

事実関係について、当事者のみが知り得るものなのか、他に目撃者等が存在す 

るかも含めて次の事項を確認します。 

また、聴取した事実関係については、必ず記録に残します。 

ア 当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係。 

イ 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。 

ウ 被害者は、相手に対してどのような態度を取ったか。 

エ 上司等に対して相談しているか。 

オ 被害者は、どのような解決を望んでいるか。 
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②加害者とされる職員からの事実関係の聴取

加害者とされる職員から、次の事項に留意して、事実関係を聴取します。

なお、聴取に際しては、被害者への報復、当事者間のみでの当該問題に係る話

合いを禁止することを伝えます。 

ア 加害者とされる職員に対して、十分な弁明の機会を与えること。 

イ 加害者とされる職員の主張に対して耳を傾け、適切に対応すること。 

③関係者からの事実関係の聴取

被害者及び加害者とされる職員双方の主張が一致しない場合は、次の事項に留

意し、関係者に事実関係を聴取します。 

ア 被害者が主張している事実関係の有無、具体的な内容。 

イ 目撃者、証拠等の有無。 

ウ 問題とされる言動があった前後の被害者及び行為者の状況。 

２ 被害者及び加害者に対する適正な措置の実施 

  事実関係の確認の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて

被害者及び加害者に以下の措置を講じます。 

被 害 者 加 害 者 

○ 助言

○ 当事者間の関係改善に向けての支援

○ 被害者の職場環境の改善又は制度等

の利用に向けての環境整備

○ 人事管理上の措置

○ メンタルヘルスケア

○ その他必要な措置

○ 上司からの指導・注意

○ 研修の受講

○ 被害者への謝罪措置

○ 当事者間の関係改善に向けての支援

○ 人事管理上の措置

○ メンタルヘルスケア

○ 懲戒処分等の必要な処分

○ その他必要な措置

３ プライバシー保護のための措置の実施 

  ハラスメントの相談を受け、または事実関係の調査等を行った者は、当事者（被害

者及び加害者とされる職員）だけではなく、調査に協力した者など、関係者のプライ

バシーの保護に十分配慮します。 

また、相談記録などの情報管理も、秘密が保持されるよう厳重に管理します。 
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４ 不利益な取扱いの禁止 

  ハラスメントに対する相談等の申し出を行った職員、事実関係の確認に協力した

職員、救済措置の実施や加害者に対する処分を行った職員など、正当な行為を行った

職員が、相談等を申し出たことを理由として、不利益な取扱いを受けることがないよ

う、十分に留意します。 

５ 懲戒処分等 

  ハラスメントの加害者とされる職員については、公正な調査によりその事実が確

認された場合、その態様によって、｢板橋区職員の懲戒処分に関する指針｣に基づき、

懲戒処分を行う等、厳正に対処します。 

６ 再発防止措置の実施 

  ハラスメントの事実が生じたときには、ハラスメントを行ってはならない旨の再

度の周知徹底や研修の実施など、適切な再発防止策を講じます。 

  なお、職場におけるハラスメントの事実が確認できなかった場合においても、同様

の対応を行います。 
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○ 注意、指導
○ 関係改善支援
○ 人事管理上の措置
○ メンタルヘルスケア

相談等

相談窓口
【人事係長・健康管理係長】

事実関係の聴取

事実認定が困難、又は誤認と判断した場合

報告・連携
人事課長

事実関係の有無

相　手 関係者

解　決

再発防止措置

事実であると判断した場合

本　人

（必要に応じて）

本人

○ 助言
○ 関係改善支援
○ 人事管理上の措置
○ メンタルヘルスケア

など

適正な措置の実施

など

※悪質な場合は懲戒処分
の対象となる。

相手

【必要に応じて、指導・助言、経過観察】

本人に説明 相手に説明

【 相 談 等 へ の 対 応 フ ロ ー 】 
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